
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、負担限度額記載の通りです。

※社会福祉法人等利用者負担軽減確認証をお持ちの方は、軽減割合の通りです。

216 236 254 272

※3　介護職員等特定処遇改善加算について、介護サービス費＋加算①の合計の2.7％と計算する為、
「その他の加算」が追加される方については、加算後の金額の2.7％の金額となり、加算されます。

食事負担額（食材費+調理にかかる費用）
１日あたり１，３９２円

300円 390円 650円 1,392円

加算③ ※３　介護職員等特定処遇改善加算（２.７％) 144 177 198

第四段階
滞在費（室料+光熱水費相当）

１日あたり２，００６円
820円 820円 1,310円 2,006円

合　　計 ¥1,392

負担限度額 第一段階 第二段階 第三段階

※食事負担額

朝食 ¥354
昼食 ¥504
夕食 ¥534

② 療養食加算 ¥8 回
③ 個別機能訓練体制加算 ¥58 日

4,444 4,518

※1　その他の加算（該当する方のみの加算となります。）
※2　介護職員処遇改善加算について、介護サービス費＋加算①の合計の８.３％と計算する為、

「その他の加算」が追加される方については、加算後の金額の８.３％の金額となり、加算されます。

その他の加算
① 送迎加算 ¥184 片道

利用者負担額合計（Ｄ）
＝（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）

3,989 4,126 4,213 4,287 4,368

1,046 1,120

滞在費（Ｂ） 2,006

食事負担額（Ｃ） 1,392

サービス費自己負担額（1割）（Ａ） 591 728 815 889 970

11,199

介護保険からの給付（9割） 5,315 6,553 7,332 8,002 8,731 9,410 10,079

725 782 837

サービス費合計 5,906 7,281 8,147 8,891 9,701 10,456

サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ） 180

※1　その他の加算 下記項目①～③に該当する方のみの加算となります。

加算② ※2　介護職員処遇改善加算（8.3％) 442 544 609 665

加
算
①

看護体制加算Ⅰ 40

看護体制加算Ⅱ 80

夜勤職員配置加算Ⅳ 200

要介護５

介護サービス費 5,140 6,380 6,840 7,510 8,240 8,920 9,590

特別養護老人ホーム楽々楽館 併設短期入所生活介護サービス利用料金表

（併設型ユニット型（介護予防）短期入所生活介護費（Ⅰ））
令和元年１０月１日～

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４


